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■役所、銀行員を名乗る
■「保険料、医療費の払戻しがある」
■期限の指定「今日まで」「期限が過ぎている」
■取引銀行や残高を確認させる
■携帯電話を聞きだす
■人のいないATM(現金自動預払機)へ誘導する
■ATMを複数回操作させる
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■風邪を引いた
■ポリープの手術をした
■携帯の電話番号が変わった
■会社の金が入ったかばんを盗られた
■会社の金を使い込んだ
■旦那がいる人に子供ができた
■孫をかたることもある

その電話の相手は本当に「役所・銀行員・息子」ですか？
もう一度あなたの方から電話をかけて確かめてください。

電話で「お金」は、すべて詐欺！
すぐに相談・１１０番！！

消費生活センター相談専用電話消 費 生 活 セ ン タ ー だ よ り ●09時～11時45分
●13時～16時30分（923）1741 平日
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　平成21年４月１日から「長期使用製品安全点検

制度」がスタートしました。

　この制度は、長期間使い続けると経年劣化が生

じ、火災などの重大事故を引き起こす可能性が高

い製品について、メーカーが所有者に点検時期を

通知して、事故を未然に防ごうというものです。

　対象製品を購入する時、所有者登録をすると、点

検時期にメーカーから点検通知が届きます。製造年

月から８～11年程度で点検時期を迎えるものが

多いので、制度が始まった平成21年に対象製品を

購入した所有者の中には、メーカーから通知が届

いた人も多いと思います。

　点検は有料になりますが、安全のために点検を

受けましょう。

●対象製品

　平成21年４月以降に製造・輸入された製品

(屋内式ガス瞬間湯沸器、屋内式ガスふろがま、石

油給湯機、 石油ふろがま、密閉燃焼式（FF式）石油

温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電

気乾燥機)

●�長期使用製品安全点検制度に便乗した詐欺に気

をつけましょう

　この制度では、所有者がメーカーに依頼してから

点検を実施することになっています。

　不審な訪問や電話があった場合は、メーカーに

直接問い合わせるか、消費生活センターにご相談

ください。


